
Ｒ４営繕　国府支援学校　徳・国府　屋外排水設備改修工事

図 面 リ ス ト

縮　尺
番　号 図　面　名

Ａ１ Ａ３

Ｐ－０１ 表紙・図面リスト ― ―

Ｐ－０２ 配置図・附近見取図 １／４００ １／８００

Ｐ－０３ 管工事　 特記仕様書（１） ― ―

Ｐ－０４ 管工事 特記仕様書（２） ― ―

Ｐ－０５ 給排水設備 全体配管図 （改修後） １／４００ １／８００

Ｐ－０６

給排水設備 配管平面図（１） （高等部棟～中学部棟） （改修後） １／１００ １／２００Ｐ－０７

給排水設備 配管平面図（２） （中学部棟～体育館棟） （改修後） １／１００ １／２００Ｐ－０８

給排水設備 配管平面図（３） （寄宿舎棟北） （改修後） １／１００ １／２００Ｐ－０９

給排水設備 配管平面図（４） （寄宿舎棟南） （改修後） １／１００ １／２００Ｐ－１０

給排水設備 配管平面図（５） （中学部棟～管理棟） （改修後） １／１００ １／２００Ｐ－１１

給排水設備 配管平面図（６） （グラウンド北） （改修後） １／１００ １／２００Ｐ－１２

給排水設備 新設桝リスト、要領図 （改修後） ― ―

Ｐ－１３ 給排水設備 排水縦断図（１） （改修後） １／１００，１／２００ １／２００，１／４００

Ｐ－１４ 給排水設備 排水縦断図（２） （改修後） １／１００，１／２００ １／２００，１／４００

Ｐ－１５ 給排水設備 排水縦断図（３） （改修後） １／１００，１／２００ １／２００，１／４００

Ｐ－１６ 給排水設備 新設中継ポンプ槽詳細図（参考） １／５０ １／１００

Ｐ－１７

給排水設備 全体配管図 （改修前） １／４００ １／８００

Ｐ－１８

給排水設備 配管平面図（１） （高等部棟～中学部棟） （改修前）

Ｐ－１９

給排水設備 配管平面図（２） （中学部棟～体育館棟） （改修前）

Ｐ－２０

給排水設備 配管平面図（３） （寄宿舎棟北） （改修前）

Ｐ－２１

給排水設備 配管平面図（４） （寄宿舎棟南） （改修前）

Ｐ－２２

給排水設備 配管平面図（５） （中学部棟～管理棟） （改修前）

Ｐ－２３

給排水設備 配管平面図（６） （グラウンド北） （改修前）

Ｐ－２４

給排水設備 既設桝リスト、要領図 （改修前） ― ―

Ｐ－２５

Ｐ－２６

排水改修工事ステップ図（１） １／５００ １／１０００

Ｐ－２７

１／５００ １／１０００

Ｐ－２８

１／５００ １／１０００

縮　尺
番　号 図　面　名

Ａ１ Ａ３

Ｅ－０１ 電気工事 特記仕様書 ― ―

Ｅ－０２

Ｅ－０３

電気設備 盤類結線図、電気室平面詳細図 １／３０ １／６０

Ｅ－０４

電気設備 凡例、構内展開図

Ｅ－０５

電気設備 電気配線平面図（１） （改修前・改修後）

電気設備 電気配線平面図（２） １／２００ １／４００

Ａ－０１ 建築工事 特記仕様書

Ａ－０２

建築工事 仮設計画図（１）Ａ－０４

建築工事 新設中継ポンプ槽　躯体配筋図

設 計 図

― ―

給排水設備 新設中継ポンプ槽二次側配線図、制御盤単線結線図（参考） １／５０ １／１００

排水改修工事ステップ図（２）

排水改修工事ステップ図（３）

１／３０，１／５０ １／６０，１／１００

１／２５０ １／５００

１／１００ １／２００

１／１００ １／２００

１／１００ １／２００

１／１００ １／２００

１／１００ １／２００

１／１００ １／２００

１／２００ １／４００

Ｐ－２９

外構掘削図 １／４００ １／８００

給排水設備 各所詳細図（参考） １／３０，１／５０ １／６０，１／１００

Ｐ－３０

－０５

建築工事 表層地盤改良仕様書

Ａ

― ―

― ―（改修前・改修後）

（改修前・改修後）

－０３

建築工事 仮設計画図（２） １／２５０ １／５００

Ａ

（参考図）

（参考図）

（参考図）

（参考図）

●工事名

徳島県県土整備部営繕課

課　　長 担　　当課　　員係　　長

株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号

課　　員副課長 課長補佐

Ｐ－０１

A1=  －
A3=  －

●図面名

表紙・図面リスト

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事
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【注記】

　１．図中記載の数値は「T.P.+〇〇ｍ」を示し、T.P.+9.10ｍを設計GLとする。

●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事 Ｐ－０２

配置図・附近見取図
A1=1/400
A3=1/800

文

スーパーマーケット前交差点

若宮神社

ＪＲ徳島線

府中駅

至徳島

若宮神社

徳島西局
国府中

千輻寺
大御和神社

福満寺

国府小

県立あさひ学園

十六番観音寺

国道192号

至石井

国道192号

市立考古資料館

鮎喰川

計画敷地：
徳島県徳島市国府町矢野字松木348

 小中学部棟 

寄宿舎棟

屋内体育館
給食室

　管理棟　

中学部棟

バス車庫

高等部棟

　実習棟　

グラウンド
（新校舎建設予定地）

（渡り廊下　予定地）

（解体予定）

（解体予定）

（解体予定）

（解体予定）

物置

倉庫

物置撤去（プレハブ、W7000×D4600×H3500）

倉庫撤去（プレハブ、W3400×D2600×H3000）

附 近 見 取 図

配 置 図 １：４００



工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）について付保する。

次に掲げる単独工事については，付保を除外できる。

・杭及び基礎工事　・コンクリート躯体工事　・屋外付帯工事　

・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合（外壁補修工事等）

I. 工事名

II. 工事箇所

III. 建物概要

建物名称

Ｒ４営繕　国府支援学校　徳・国府　屋外排水設備改修工事

徳島市国府町矢野

徳島県立国府支援学校 敷地面積

IV. 工事種目

種　　　　目 工　　事　　概　　要

給　水　設　備

排　水　設　備

撤　去　工　事

建　築　工　事

電　気　工　事

図示位置の不要となる既設配管・桝類の撤去工事一式

図示給排水配管迂回工事に伴う仮設工事，図示中継ポンプ槽の基礎工事一式

図示排水配管の迂回工事，図示中継ポンプ槽(FRP製)の築造工事及び試運転調整一式

図示給水配管の迂回工事一式

図示中継ポンプ槽新設・廃止に伴う電気工事一式

V．共通仕様

特記仕様書及び図面に記載されていない事項は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（機械

設備工事編）（平成31年版）」（ただし，改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（平成31

年版）」）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（平成31年版）」による。なお，本工事が建築工事又は電

気設備工事を含む場合は，それぞれの工事に係る標準仕様書による。また，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「機械

設備工事監理指針（令和元年版）」を参考とする。

VI．特記仕様1（一般共通事項）

1． 本工事に必要な工事用電力，水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。

　　官公署その他への届出手続等は（標仕 <1>1.1.3）により行う。なお，（監理指針 <1>1.1.3）を参考とする。

　　本受電後引渡しまでの基本料金（ 本工事 ・ 別途 ）

2． 工事写真はしゅん工，着工前，機材，施工状況の順に写真帳に整理し，提出する。しゅん工については，工事目的物

　　の状態が，また，機材，施工状況等については，不可視部分の出来形が写真で的確に確認できること。国土交通大臣

　　官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」を参考とする。

3.　完成図等

　　(1) 本工事は電子納品の対象工事である.

　　　　(注)  電子納品とは，「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査，設計，工事などの

　　　　　　　各業務段階の最終成果を電子成果品として納品することをいう。

　　(2) 工事のしゅん工に際し，次の図書，資料を作成し，監督員と協議の上，提出する。

　　　　・竣工図の製本×3部（2つ折，原図版）　　・竣工図の電子データ（CD-R）×2部　　・保全に関する資料×1部

　　　　・工事写真：写真帳（着手前，竣工）×1部， 電子データ×2部

　　　　・使用材料一覧表（4部（うち3部は竣工図表紙裏面に貼付），電子データ2部）

　　　　　(注) ・竣工図（製本，データ共）については，必要な関係図面（原図，CADデータ等を貸与）を修正して作成

　　　　　　　　 すること。

　　　　　　　 ・竣工図の電子データ（CD-R）は，CADデータ（SFC形式及びオリジナル形式）及びPDFデータとする。

    ○ 印 ･･･ 適用作業

4.  工事の着手に先立ち工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し，監督員に提出する。また，品質計画及

　　び工種別の施工計画書並びに施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し，監督員に提出する。品質計画及び施工図等

　　については，監督員の承諾を受ける。（標仕 <1>1.2.2，<1>1.2.3） 

    品質管理は，適切な時期に品質計画に基づき確認，試験又は検査を行う。結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場

　　合は，品質計画にしたがって適切な処理を施す。

  　また，その原因を検討し，再発防止のための必要な処置をとる。（標仕 <1>1.3.4，監理指針 <1>1.3.4）

    使用する機材が，設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（製作図，試験成績書を含む）を監

　　督員に提出する。（JISマーク等表示品を除く）（標仕 <1> 1.4.2）

　　上記の施工計画書には，「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。

5． 設計図書に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じ

　　たときは，「疑義に対する協議等」（標仕 <1>1.1.8）による。

6． 技能士の適用

　　技能士の適用については，次の技能検定作業 （以下「作業」という。） のうち，各工事毎に適用する作業を指定す

　　るものとする。 

    技能士は，職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし，資格を証明する資料を監督員に提

　　出すること。技能士は適用する工事作業中，1名以上の者が自ら作業するとともに，他の技能者に対して施工品質の

　　向上を図るための作業指導を行うこと。

　　技能士は，氏名，検定職種，技能士番号等，県が指定した内容を記載した名札等により，資格を明示するものとする。

　　なお，指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。

7． 本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については，工事着手前に資格者名簿を提出する。

8． 本工事のうち建築工事，電気工事及び管工事について下請業者を使用する場合は，工事の施工に十分な能力と経験を

　　有した者を選定すること。

9． 機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。

11．本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は，既成にならい補修する。

10．既存のコンクリート床，壁等の配管貫通部の穴開けは，原則としてダイヤモンドカッターによる。

　　（改修標仕 <2>4.1.3）梁，スラブ等の構造体貫通の場合は，施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する。

12．本工事内における工事区分は下表による。（参考）

同上基礎等のコンクリート躯体工事

同上根切・埋戻し・土留工事

同上制御盤への一次側電気工事，警報用配線工事

○

管工事 建築工事 電気工事

○

○

○

○

○

○同上駐車場ラインの復旧工事

埋設配管に伴う舗装解体復旧工事

同上制御盤以降の二次側配線工事

備　　　考

○

電源及び警報出力

基礎，支柱，頂版スラブ

建物廻り土間コンクリート部も含む

工  事  項  目

18,709.22m2

　　　　受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進

　　　　に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7条で規定される工事，又は一

　　　　定規模以上の工事において，建設発生土，コンクリート塊，アスファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建

　　　　設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には，COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し，

　　　　監督員の確認を受けなければならない。

　　　　受注者は，再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には，工事完了後速やかにCOBRISに

　　　　より再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し，監督員に提出しなければならない。

　　　　受注者は，COBRISの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について，その施設名，施設の種

　　　　類及び住所を必ず入力しなければならない。ただし，バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くも

　　　　のとする。

　　(8) 受注者は，建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施

　　　　工に特定建設資材を使用する新築工事等であって，その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以上のもの）

　　　　においては，工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手前までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し，工事

　　　　しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない。また，「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全

　　　　景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣に基づき提出することと

　　　　する。なお，「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給すること

　　　　とする。

    (2) 付保除外工事

　　(3) 付保する時期及び金額

　　(4) 保険終期

鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に，木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完

了時に，請負金額相当額を付保する。

また，模様替え工事等については，工事着手時に請負金額相当額を付保する。

工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお，工事延伸した場合には保険の期間も

延長する。

付保する時期以降に出来高払を行う場合は，受注者は保険契約の証券の写しを出来高

払の書類に添付する。

　　(5) その他

14．本工事の着手に際し，火災保険等（火災保険，建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。））を請負額

　　(1) 対象物

15．工事実績情報の登録

　　受注者は，請負代金額が500万円以上の工事については，工事実績情報システム（コリンズ）に基づき，工事実績情

　　報として，「登録のための確認のお願い」を作成し，監督員の確認を受けた後に，次に示す期間内に登録機関に登録

　　しなければならない。ただし，期間には，土曜日，日曜日，祝日等は含まない。

　　(1) 工事受注時　　　　　契約締結後10日以内

　　(2) 登録内容の変更時　　契約変更締結後10日以内

　　(3) 工事完成時　　　　　工事完成後10日以内　

　　なお，登録内容の変更は，請負代金額，工期，技術者等に変更が生じた場合に行うものとする。

　　登録後は速やかに，登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する。

　　なお，変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は，変更登録を省略することができる。

16．受注者は，本工事の一部を下請に付する場合には，徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定する

　　ように努めなければならない。なお，請負対象工事額(設計金額)が1億円以上の工事については，徳島県内に主たる

　　営業所を有するもの以外と下請契約する場合は，県内営業所を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出

　　しなければならない。

17．県内産資材の使用

　　(1) 受注者は，木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合，原則として県内産資材を使用しなければならな

　　　　い。ただし，特段の理由がある場合はこの限りでない。なお，WTO対象工事については，県内産資材を優先して

　　　　使用するよう努めるものとする。

　　(2) 受注者は，木材以外の建設資材について，県内産資材の別を施工計画書に記載するものとする。また，請負金額

　　　　が500万円以上の工事について，県内産資材以外の資材を使用する場合は，県内産資材を使用できない理由を施

　　　　工計画書に記載すると共に，確認資料を事前に監督員に提出し，承諾を得なければならない。

県内産資材(次のいずれかに該当するもの)

① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品

② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品

　 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工，製造した製品も県内産資材として取り扱う。 

　 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材，製品であること。

　 注1 部材，部品が県外製品であっても，県内の工場で加工，製造した製品(二次製品)であれば県内産資材

　　　 として取り扱う。

18．県産木材の使用

　　(1) 受注者は，工事標識，指定仮設材及びコンクリート打設用型枠を使用する場合，県産木材を使用しなければなら

　　　　ない。 ただし，特段の理由がある場合にはこの限りでない。 

　　(2) 県産木材とは，「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり，次のものが該当する。 

　　　　① 徳島県木材認証制度により，県内産であることが「産地認証」された木材

　　　　② ①以外においては，徳島県内の森林で育成したことが確認された木材

　　(3) 受注者は，請負金額が500万円以上の工事について，県産木材以外の木材を使用する場合には，県産木材を使用

　　　　できない理由を施工計画書に記載すると共に，確認資料を事前に監督員に提出し，承諾を得なければならない。 

　　(4) 受注者は，県産木材を使用する前に徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写しを監督員に提

　　　　出しなければならない。 

　　(5) 県内の森林から直接調達するなど，前項により難い場合は，木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した書類

　　　　を監督員へ提出しなければならない。 

19．県内産再生砕石の原則使用

　　受注者は，再生砕石を使用する場合，県内の再資源化施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137

　　号）第15条第1項に基づく許可を有する施設（同法第15条の2の5第1項に基づく変更の許可において同じ））で製造さ

　　れた再生砕石を原則として使用しなければならない。

20．受注者は，本工事で使用する建築材料・製品等（以下「建材等」という。）の発注の際には，発注前に品質及び性能

　　に関して記載された施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。

21．受注者は，徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等（以下「県内企業調達建材等」という。）を優先

　　して使用しなければならない。また，県内企業調達資材等の別を施工計画書に記載するものとする。なお，県内企業

　　調達建材等以外を使用する場合は，県内企業調達建材等を使用しない理由を施工計画書に記載し，監督員の承諾を得

　　なければならない。

22．工事現場において，現場代理人，監理技術者，主任技術者は確認のため，名札を着用する。

　　名札には現場代理人，監理技術者，主任技術者の別，氏名，会社名，工事名を記載し，顔写真を添付すること。

23．工事現場には工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。

単位

13．発生材の処理等は，「発生材の処理等」（標仕 <1>1.3.9）により行う。

  　(1) 産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する。なお，本工事に限る個別契約を処分許可業者と交わすこと。 

処    分    地
所    在    地 運搬距離 処分費

(km) (税抜,円)
種　　類 優良処分許可業者の会社名

(処分区分)

コンクリート
（無筋）

コンクリート
（有筋）

アスファルト

金属

廃プラスチック

四国リサイクル(株)

バンドウクリエート(株)

四国リサイクル(株)

(株)旭金属

(有)久保衛生

○

○

○

○

○

名西郡石井町高川原字高川原1696-1

名西郡石井町高川原字高川原1696-1

徳島市入田町月ノ宮74-2

徳島市入田町月ノ宮8番地1

名西郡石井町高川原字高川原1696-1

名西郡石井町高川原字高川原1696-1

徳島市東沖洲1丁目12

徳島市東沖洲1丁目12

三好郡東みよし町加茂6001-1

三好郡東みよし町加茂5999-1

 4.2

 4.0

 4.2

13.6

57.4

  900

 1,200

1,000

    0

15,000

t

t

t

t

m3

t

　　(注) 表中「優良」欄に丸印の入っている業者は，「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であることを示す。

　　　　　監督員へも結果を提出すること。

　　　　・調査結果は3年間保存すること。

　　　　・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。

　　　　・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は，JIS A 1481-1によること。

    (3) PCBを含む機器は，調書を添えて引き渡しとする。

　　(4) 空調機等の整備や撤去処分を行う場合は，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとす

　　　　る関係法令に基づき，作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該当する機器については，家電リサイクル法に

　　　　より処理すること。

　　(5) 受注者は，工事で発生する産業廃棄物を保管する場合，又は自ら運搬する場合においては，廃棄物の処理及び清

　　　　掃に関する法律第12条の規定を遵守すること。

　　(6) 受注者は，建設副産物が排出される工事にあたっては，建設発生土は建設発生土調書，産業廃棄物は産業廃棄物

　　　　管理票（マニフェスト）により，適正に処理されているか確認するとともに，監督員に建設発生土搬出調書（様

　　　　式3）を提出しなければならない。なお，監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示

　　　　しなければならない。

　　(7) 受注者は，資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）に基づく建設業に属

　　　　する事業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建

　　　　設省令第19条）第8条で規定される工事，又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル

　　　　法）施行令第2条で規定される工事（以下「一定規模以上の工事」という。）において，コンクリート（二次製

　　　　品を含む。），土砂，砕石，加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には，（一財）日本建

　　　　設情報総合センターの建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により再生資源利用計画書を作

　　　　成し，監督員の確認を受けなければならない。

管工事仕様書

中継ポンプ槽本体の据付，試運転調整

同上制御盤本体の据付

技能検定職種工事種目 技　　能　　検　　定　　作　　業

仮設

鉄筋

コンクリート

型枠

鉄骨

防水

タイル

木

屋根及びとい

金属 建築板金

かわらぶき

建築板金

建築大工

タイル張り

防水施工

鉄工

型枠施工

圧送施工

コンクリート

鉄筋施工

とび ・ とび作業

・ 鉄筋組立て作業

・ コンクリート圧送工事作業

・ 型枠工事作業

・ 構造物鉄工作業

・ アスファルト防水工事作業  ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業  

・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業　・ 合成ゴム系シート防水工事作業

・ 塩化ビニル系シート防水工事作業  ・ セメント系防水工事作業

・ シーリング防水工事作業  ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業

・ FRP防水工事作業

・ タイル張り作業

・ 大工工事作業

・ 内外装板金作業

・ かわらぶき作業

・ 内外装板金作業

左官

建具

塗装

内装

配管

植栽

機械設備 冷凍空気調和

機器施工

造園

配管

表装

施工

内装仕上げ

塗装

ガラス施工

サッシ施工

建具製作

左官

工事種目 技能検定職種 技　　能　　検　　定　　作　　業

・ 左官作業

・ 木製建具手加工作業　・ 木製建具機械加工作業　・ アルミ製室内建具製作作業

・ ビル用サッシ施工作業

・ ガラス工事作業

・ 建築塗装作業

・ プラスチック系床仕上げ工事作業　・ カーペット系床仕上げ工事作業

・ 鋼製下地工事作業　・ ボード仕上げ工事作業

・ 表具作業　・ 壁装作業

・ 建築配管作業

・ 造園工事作業

・ 冷凍空気調和機器施工作業

    　　・コンクリート・アスファルト類の搬出先については，中間処理施設のみとする。木材については，50kmの範囲

　　　　　内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする.

　　　　・上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが，増額変更の対象とはしない。また，この場合，処

　　　　　分単価の見積書を求め，減額変更を行うことがある.

　　　　　なお，上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者（以下，「優良産廃処分業者」という。）に認定されて

　　　　　いるとき，処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること。ただし，諸般の事情により

　　　　　優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は，理由書を監督員に提出すること。

　　(2) 解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し，あ

　　　　れば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は，受注者がその結果を書類等により確認するこ

　　　　と。なお，工事内容に変更がある場合においても同様とする。

　　　　・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより，労働基準監督署及び自治体に報告すること。

　　に応じて付保する。（標準請負契約約款 第55条）

ガラス 津崎興産(有)
名西郡石井町藍畑字西覚円941

名西郡石井町藍畑字西覚円941
 9.7  6,000

●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事 Ｐ－０３

A1=  －
A3=  －管工事　特記仕様書（１）



24．受注者は，工事の施工箇所及び周辺にある地上地下の既設構造物について，工事（仮囲い等仮設材設置を含む）着手

　　までに調査を行い，「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の確認を受けてから，工事着手すること。

　　深さ），規格，構造等を確認しなければならない.

　　受注者は，工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し，支障を及ぼさないような措置を施さなければ

　　地下埋設物への影響が予想される場所では，施工に先立ち，原則として試掘を行い，当該埋設物の種類，位置（平面，　

　　ならない。万一，損傷を与えた場合は，直ちに監督員に報告するとともに，施設の運営に支障がないよう受注者の負

　　担でその都度補修又は補償すること。

25．受注者は，重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。）又

　　は貨物自動車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。）を行うときは，当該作業を指揮する

　　者を定め，監督員に報告しなければならない。

26．受注者は，機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は，当該作業を指揮する者を

　　定め，指揮者の合図により行わなければならない。また，作業状況について，写真等の資料を整備及び保管し，監督

　　員の請求があったときは，直ちに提示しなければならない。

27．受注者は，工事用車両による土砂，工事用資材，機械等の輸送を伴う場合は，関係機関と打合せを行い，交通安全に

　　関する担当者，輸送経路，輸送期間，輸送方法，輸送担当業者，交通誘導員の配置，標識，安全施設等の設置場所そ

　　の他安全輸送上の事項について計画を立て，災害の防止を図らなければならない。特に，輸送経路にある既設構造物

　　に対して損害を与えるおそれがある場合は，当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員に報

　　告しなければならない。

28．受注者は，輸送経路等において，上空施設への接触事故を防止するため，重機回送時の高さ，移動式クレーンのブー

　　ムの格納，ダンプトラックの荷台の下ろし等について，走行前に複数の作業員により確認しなければならない。

29．受注者はトラック（クレーン装置付）を使用する場合は，上空施設への接触事故防止装置（ブームの格納忘れを防止

　　（警報）する装置，ブームの高さを制限する装置等）付の車両を原則使用しなければならない。なお，使用できない

　　場合は事前に監督員と協議を行うこと。

30．受注者は，高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は，墜落防止に留意し，作業日毎に「墜落防止チェックシート」を

　　活用して点検を行い，その記録を保管すること。

31．受注者は，休日・夜間に作業を行う時は，事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出しなければならない。

32．受注者は，工事期間中安全巡視を行い，工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保するとともに工

　　事現場における盗難防止の観点から，資機材の保管状況等についても併せて確認すること。また，監督員から「資機

　　材保管計画書」（自由様式）の提出を求められた場合には，速やかに提出すること。

33．上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は，原則禁止とする。やむを得ず行う

　　場合は，飛来落下の危険を生じるおそれがあるため，適切な防護措置を講じ安全確保を図り，施工を得ず行う場合は，

　　飛来落下の危険を生じるおそれがあるため，適切な防護措置を講じ安全確保を図り，施工手順について監督員の承諾

　　を得たうえで，指定された時間に行うこと。

34．本工事で使用する建設機械は，「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通省告示 平成13年4月9日

　　改正）」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理人は，施工現場において使用する建設機械の

　　全景及び型番等，同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただ

　　し，同規程に記載されていない機種，規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお，同規程に基づき

　　指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は，監督員と協議する。ただし，騒音規制法，徳島県公

　　害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。
35．本工事に使用する土工機械は，「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3.10.8 建設省経機発第249号 最終改正 平

　　成14.4.1国総施第225号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする。ただし，排出ガス対策型建設機械

　　を使用できない場合は，平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」，又はこれと

　　同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業，あるいはこれと同等の開発目標で実施された

　　建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが，

　　これにより難い場合は，監督員と協議するものとする。 なお，排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置

　　を装着した建設機械を使用する場合，現場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写

　　真を監督員に提出するものとする。

36．耐震施工

　　「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成8年版）（建設大臣官房官庁営繕部監修）」によることとし，施工

　　(2) 設計用水平地震力は，機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量）に，地域係数及び

　　　　設計用標準水平震度を乗じたものとする。 なお，特記なき場合の設計用水平震度は次による。

　　は「建築設備耐震設計・施工指針（2014年版）（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監

　　修）」による。

設計用標準水平震度

上層階，屋上及び塔屋

中層階

1階及び地下階

設置場所 重要機器

2.0

2.0

2.0

1.5

1.5

1.5

1.0

1.0

1.5

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

一般機器 重要機器

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0 0.6

0.6

0.4

0.6

1.0

0.6

1.0

1.5

1.0

一般機器

一般の施設特定の施設

機　　　　　器

防振支持の機器

水　　槽　　類

機　　　　　器

防振支持の機器

水　　槽　　類

機　　　　　器

防振支持の機器

水　　槽　　類

機器種別

　　(3) 設計用鉛直地震力は，設計水平地震力の1/2とし，水平地震力と同時に働くものとする。

　　(4) 質量100kg以下の軽量な機器（標仕の適用を受けるものは除く）の取付については，機器製造者の指定する方法

　　　　で確実に取付けを行うものとし，特に計算を行わなくともよい。

37．各種荷重計算

    対象機材（ ・ 屋上, 塔屋等に設置する機器  ・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

38．強度計算

    対象機材（ ・ 配管及びダクト支持材　・ 煙道支持材　・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

39．土工事の残土処分

　　　 ・ 構内敷きならし　・ 構内の指示場所に集積 ）

　　なお，民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によること。 

　　　　　　　 13階以上の場合は上層4階

　　　　　　　 2～6階の場合は最上階，7～9階の場合は上層2階，10～12階建の場合は上層3階，

　　　　　(注) 上層階の定義は次のとおりとする.

　　(1) 本工事の建物分類は（ ・ 特定の施設　・ 一般の施設 ）であり，地域係数は（ ・ 1.0　・ 0.9 ）とする。

16．水圧試験，満水試験，気密試験等は，配管途中若しくは隠ぺい，埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に

　　行う。（標仕 <2>2.9.1）

17．衛生器具をコンクリート又はれんが壁に取り付ける場合は，エキスパンションボルト又は樹脂製プラグを使用し，木

　　れんがの場合は，防腐剤を塗布したものを壁体に埋込む。（標仕 <5>2.1.1）

18．衛生器具をコンクリートブロック壁面に取り付けする場合は，補強のため取付部分のブロック内の空洞部分をモルタ

　　ル等で埋める。また，間仕切り壁等の場合は，壁内に補強材を取り付ける。（監理指針 <5>2.1.1）

19．洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は，専用アダプターによる。

　　なお，屋外及び水気のある場所（弁桝内等を含む）での機器の名称・配管識別表示等については，塗装書き又は耐候

　　性を有するカッティングシートとし，バルブの状態表示を示す表示札等については，合成樹脂製又はアクリル製で文

　　字等がシルク印刷又はエッチング加工されたものとする。

21．機材の検査に伴う試験については，標仕 <1>1.4.6により行う。製造者において試験方法を定めている項目について

　　は，試験要領書を提出する。

22．ユニット形浄化槽の製作に際しては「製品検査要領」を提出した後，製品検査を実施する。現地据付に際しては「据

　　付検査要領」を提出する。

23．ユニット型浄化槽は国土交通大臣の型式認定品とし，製造者標準仕様品とする。「本体構造等」(標仕 <8>3.1.1）で

　　準用する現場施工型浄化槽の機材の仕様については参考とする。

24．浄化槽の蓋（枠を含む）は，溶融亜鉛めっき仕上げの鋼板製若しくは溶融亜鉛めっき仕上げの鋳鉄製とし，固定が確

　　実で，十分な防臭性能及び耐候性を有すること。

25．試運転調整にあたっては，（監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1，2.2）を参考とする。 低圧屋内配線，弱

　　電流電線については絶縁抵抗測定を行う。

VIII．使用材料（管材）

 〃

排水・通気

　　〃

　　〃

排水（衛生器具接続部）

 〃

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用ポリエチレン二層管

水道配水用ポリエチレン管

硬質ポリ塩化ビニル管

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管        

耐火二層管(内管VP) 

硬質ポリ塩化ビニル管

HIVP

①W又は②W

EF継手

VP

DVLP

VP

RS-VU

SGP-VD（管端防食継手）

SGP-VA（管端防食継手）

JIS K 6742

JWWA K 116

JWWA K 116　　

JIS K 6762

JWWA K 144

JIS K 6741

WSP 042

JIS K 6741

AS 62

給湯

 〃

銅管(Mタイプ)

SGP-HVA（管端防食継手）

JIS H 3300

JWWA K 140

 〃 （地中埋設部）

 〃 （コンクリート埋設部）

消火

 〃 （地中埋設部）

ガス

 〃 （地中埋設部）

油

ポンプ圧送管

保温付被覆銅管

被覆銅管

配管用炭素鋼鋼管(白)

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

配管用炭素鋼鋼管(白)

硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(黒)

ガス用ポリエチレン管

配管用炭素鋼鋼管(黒)

JIS K 6774

JIS G 3452

SGP

SGP-VS

SGP

SGP

原管

JIS H 3300

JIS G 3452

WSP 041

JIS G 3452

水道用耐熱性硬質塩化

ビニルライニング鋼管

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 JIS K 6742 HIVP

適用 用　　　　途 名　　　　称 番　号 備　　考

○ 給水（屋内一般部）

○

○

○

IX．機材等

1． 本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの，又は同等のものとする。ただし，

　　同等のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。

　　行する品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。

　　(1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

2． 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の(1)から(3)の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発

ボイラー

温水発生機

ポンプ類

タンク

消火装置

鋳鉄製ふた

　　(3) 製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。

品　　　　目 機　材　名　・　注　記

鋼製簡易ボイラー，鋳鉄製ボイラー，鋼製小型ボイラー，鋼製ボイラー

真空式温水発生機（鋼製・鋳鉄製），無圧式温水発生機（鋼製・鋳鉄製）

横形遠心ポンプ，立形遠心ポンプ，水中モーターポンプ（汚水用，雑排水用，汚物用）

FRP製パネルタンク，ステンレス鋼板製パネルタンク（溶接組立形，ボルト組立形）

密閉形隔膜式膨脹タンク（給湯用）

スプリンクラー消火システム，不活性ガス消火システム，泡消火システム

マンホールふた，弁桝ふた

　　(2) 法令等で定めがある場合は，その許可，認可，認定又は免許を取得していること。

X．その他

〔埋蔵文化財への対応〕

下水道用リサイクル三層硬質塩化

ビニル管

20．機器には名称及び記号を，配管及びダクトには，識別表示・用途・流れ方向を記入する。（標仕 <1>1.7.4）

 〃 （地中埋設部）

 〃　　　 〃

 〃　　　 〃

 〃 （地中埋設部）

○

　　（ ・ダクトスペース，パイプシャフト内　　・　　　　　　　　　　　              　　　　 ）

　　屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製（SUS304）又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装を

　　行わない。

　　硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は，監督員との協議により塗装を省略することが出来る。

　　次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。

    亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種（JIS-K-5633）による化学処理を行った後調合ペイント2回塗りと

　　する。屋外布設の厚鋼電線管は，めっき付着量が300g/m のものを使用し，塗装不要とする。2

    （ ・ 屋内（図示されている場合）　　・ 屋外（図示されている場合）                      　）

15．次に指定する部分の露出する配管，ダクト，支持金物，架台等のうち亜鉛めっき面及び合成樹脂面の塗装は行わない。

41．揮発性有機化合物を使用した材料の使用制限

    (1) 塗料は，ホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを発散しないか，発散が極めて少ないもの

　　　　とする。

    (2) 保温材は，ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。

    (3) 接着剤は，フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使用し，ホ

　　　　ルムアルデヒド，アセトアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを発散しないか，発散が極めて少

　　　　ないものとする。

42．設計変更箇所確認（設計事務所による工事監理がある場合に適用）

　　工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について監督員，工事監理業務受注者とともに定期的に

　　確認すること。

　　ただし，工事検査員が認める場合は，一般入札工事に限り，これによらないことができる。

当初請負対象額

3千万円未満

3千万円以上5千万円未満

5千万円以上1億円未満  

1回

2回

2回

3回

－

－

1回

2回

一般入札工事 低入札工事 

　　　　　・中間検査の実施時期は，当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし，

　　　　　　契約締結後速やかに監督員と協議すること。

　　　　　・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は，中間検査を省略することが出来る。

　　工事しゅん工前に全ての設計変更箇所について，監督員，工事監理業務受注者とともに，書面により確認すること。

43．次表により中間検査の対象工事となった場合は，原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施するものとする。

物置（中学部棟北東），倉庫（寄宿舎北西）備品等名称

処理方法

44．工事に影響のある範囲内の重要備品等（ 有 ・ 無 ）

45．仮設トイレの洋式化

　　受注者は仮設トイレを設置する場合，次のとおりとしなければならない。

　　ただし，特段の理由がある場合はこの限りではない。 

　　・当初請負対象金額（設計金額）5千万円未満の工事

　　　原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない。また，現場従事者に女性が含まれる場合，設置する仮設ト

　　　イレは，「女性専用トイレ(快適トイレ）」とする。

　　・当初請負対象金額（設計金額）5千万円以上の工事

　　　原則として「快適トイレ」を設置しなければならない。また，現場従事者に女性が含まれる場合は，原則として

　　　「女性専用トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。

 　 受注者は，仮設トイレを設置した場合，「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない。 

　  なお，洋式トイレとは，和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと。 

 　 快適トイレとは，洋式トイレのうち，防臭対策・施錠の強化などが実施された，女性が利用しやすい仮設トイレのこ

46．デジタル工事写真の小黒板情報電子化

　　受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得たうえで，デジタル工

　　対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について（県土整備

　　部）」に記載された全ての内容を適用することとする。

VII．特記仕様2（特記事項）

1． 配管の吊り及び支持は，「標仕」及び「標準図」に従い行う。（標仕 <2>2.6.1，<2>2.6.3）

2． 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い，管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後，掘削土の

　　良質土で埋め戻す。

3． 管（排水管を除く）を屋外土中埋設する場合は管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後，掘削土の良質

　　土で埋め戻し，地中埋設表示（表示テープ及び埋設標）を行う。（標仕 <2>2.7.1，監理指針 <2>2.7.1）

4． 排水管を屋外土中埋設する場合は，「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい

5． 給湯管のコンクリート及びコンクリートブロック埋設部は被覆銅管を，床下土中埋設部は保温付被覆銅管をそれぞれ

　　使用する。

6． ガス管のコンクリート及びコンクリートブロック埋設部，床下土中埋設部は，合成樹脂被覆鋼管を使用する。

　　2.8.1，標準図 施工1，監理指針 <2>2.8.1）による。なお，紙製仮枠を用いる場合は，変形防止の措置を講じる。

8． 液化石油ガス設備は，液化石油ガス設備士により気密試験を行い試験成績書を提出する。

7． スリーブ材料については，（標仕 <2>2.2.27，監理指針 <2>2.2.27）による。貫通部の処理については，（標仕 <2>

9． 弁類で，公営水道に直結する配管に使用するものは JIS-10Kとし，高置水槽以降の配管に使用するものはJIS-5Kとす

　　る。ただし，特記部分は JIS-10Kとする。

10．保温工事種別について，給水管，排水管及び給湯管は，原則グラスウール保温材とする。給水管の床下，暗渠内及び

　　屋外露出部分は，ポリスチレンフォーム保温材とする。ただし，耐火二層管は保温を行わない。

11．消火管の屋外露出部分については，ポリスチレンフォーム保温材により保温を行う。

12．給水用配管で，ポンプ廻りの防振継手，フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない。　

13．ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト，ナットはステンレス製（SUS304）又は溶融亜鉛めっき製（HDZ35以上）

　　とし，屋外及びピット内の配管，ダクトに使用する支持金物等についても同様とする。

14．あと施工アンカーボルトの選定については，次による。

　　(1) 機器類の固定には，金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し，次の機器については，施工後確認

　　　　試験を行う。（ ・ 受水槽　　・高架水槽　　・給水ポンプ装置　　・　　　　　　　　　　　　 　       ）

　　(2) 配管の吊り及び支持材の固定には，その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。なお，耐震支持に使用する躯

　　　　体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする。

 　 (3) 屋外に使用するものはステンレス製（SUS304）又は溶融亜鉛めっき製（HDZ35以上）とする。

　　とをいう。

　　事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という。）とすることができる。

　　　　　　一般入札工事とは，低入札工事以外の工事をいう。

1億円以上             

　　　(注)・低入札工事とは，低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう。

対象備品設置場所周辺の工事時期を明確にし，施設管理者へ移動（撤去）の依頼をすること。

　　掘削土の良質土で所定の埋め戻しを行う。（標仕 <2>2.7.1，監理指針 <2>2.7.1）

　　敷き込み，突き固めた後，管をなじみ良く布設する。埋め戻しは，山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後，

40．コンクリート工事

　　　　　　 　　　 　 ・ 調合表提出　・ アルカリ骨材反応抑制対策確認　　・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 ）

　　※強度試験の立会いについて，試験を第三者機関で行う場合は，現場代理人又は主任(監理)技術者が，JIS工場の場

　　　合は，立会者を定め監督員の承認を受け，行うものとする。 

　　中継ポンプ槽躯体（ ・ 強度試験（ ・ 第三者機関　・ JIS工場 ）　・ 構造体強度補正値(S)による補正　

　　　　　重要機器（ ・ 防災機器　・ 火気を使用する機器　・ タンク類　・ 　　　　　　　　　　　　　　 ）

　　　運搬距離：19.7kmを見込んでいる。

　　　処分単価：1tあたり2,800円（税込）

　　〔最終処分場の指定〕※残土搬入前に下記処分場へ問合せ，受入れの可否について確認すること。

　　　処分場名：一般財団法人徳島県環境整備公社（徳島東部処分場）

　　　所 在 地：板野郡松茂町豊久字朝日野6番の地先

　　（ ・ 構外に搬出し適切に処理　土壌検査を本工事で（ ・ 行う（  箇所）　・ 行わない ）　

●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事 Ｐ－０４

A1=  －
A3=  －管工事　特記仕様書（２）

　本工事にて行う掘削について，掘削深さが1m以上となる部分は，文化財保護法に基づき埋蔵文化材の調査が必要となる

　ことから，受注者は，事前に該当箇所の工事日時を監督員に報告し，調査員の工事立会を要請すること。

　なお，中継ポンプ槽設置場所については，掘削深さが3mを超えるため，調査に時間を要することから，着工後速やかに

　設置位置を確定し，山留め工事に取り掛かること。

　また，埋設配管施工中に埋蔵文化財が発見された場合は，工事を一時休止する等の措置が必要となる。なお，工事の一

　時休止等の措置については，標準請負契約約款の規定，その他受発注者間の協議により決定するものとする。
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　１．図中の　　　　太線の配管・排水桝は本工事対象、

　　　　　　　　　　細線の配管・排水桝は本工事対象外を示す。

名 称 摘 要

コンクリート製　ため桝 詳細仕様は別図桝リスト参照

【注記】

凡　例（改修後）

図示記号

汚水管 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） ＪＩＳ　Ｋ　６７４１

雨水管

給水管

雨水桝

汚水桝

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） ＪＩＳ　Ｋ　６７４１

コンクリート製又は塩ビ小口径　インバート桝 詳細仕様は別図桝リスト参照

埋設弁 形式・大きさは図示による。

鉄製（舗装面），コンクリート製（土壌・砂利）地中埋設標

既設管接続箇所

ＪＩＳ　Ｋ　６７４１

はつり補修 ダイヤモンドカッター

（屋内一般）

水道配水用ポリエチレン管（ＰＥ） ＪＷＷＡ　Ｋ　１４４（地中埋設）

硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

仕切弁 水道用管端防食コア付ＧＶ　ＪＩＳ５Ｋ、６５Ａ以上は、バタフライ弁とする。

●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事 Ｐ－０５

給排水設備　全体配管図（改修後）
A1=1/400
A3=1/800

 小中学部棟 

寄宿舎棟

屋内体育館
給食室

　管理棟　

中学部棟

バス車庫

高等部棟

　実習棟　

グラウンド
（新校舎建設予定地）

（渡り廊下　予定地）

（解体予定）

（解体予定）

（解体予定）

※本工事と同時期に改修予定

新設中継ポンプ槽Ａ

新設中継ポンプ槽Ｃ

Ｂ工区

Ａ工区



汚水桝リスト（改修後）

番号 種　　別 仕様 規格
内寸法（コンクリート桝）

ｏｒ
桝径×管径（塩ビ桝）

地盤高
（ＴＰ）
（ｍ）

地盤より
管底深さ
（ｍｍ）

ふた仕様
備　　考

寸法（ｍｍ） 材質 耐荷重

雨水桝リスト（改修後）

番号 種　　別 仕様 規格
内寸法（コンクリート桝）

ｏｒ
桝径×管径（塩ビ桝）

周囲地盤高
（ＴＰより）

（ｍ）

地盤より
管底深さ
（ｍｍ）

ふた仕様
備　　考

寸法（ｍｍ） 材質 耐荷重

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

図
面
番
号
Ｐ
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A1 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｌ ２００φ × １００φ ９．０４ －６００ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 中継槽Ａ系統

A2 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ＤＲＹ ２００φ × １００φ ９．０４ －２３０→－６４０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

A3 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １００φ ９．１１ －７６０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

A4 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １００φ ９．１１ －８１０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

A5 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １００φ ９．１１ －８９０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

A6 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １００φ ９．１１ －９３０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

A7 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ＤＲＹ ２００φ × １００φ ９．１４ －５２０→－１０４０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

A8 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ＤＲＹ ２００φ × １００φ ９．１４ －５２０→－１１００ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

A9 インバート桝 コンクリート桝 ＳＣ－３ ６００ × ６００ ９．１５ －１２３０ ６００φ ＭＨＡ １５ｋＮ 　〃

A10 インバート桝 コンクリート桝 ＳＣ－３ ６００ × ６００ ９．１１ －１２５０ ６００φ ＭＨＡ １５ｋＮ 　〃

A11 インバート桝 コンクリート桝 ＳＣ－３ ６００ × ６００ ９．１１ －１２７０ ６００φ ＭＨＡ １５ｋＮ 　〃

A12 インバート桝 コンクリート桝 ＳＣ－３ ６００ × ６００ ９．１２ －１３１０ ６００φ ＭＨＡ １５ｋＮ 　〃

A13 インバート桝 コンクリート桝 ＳＣ－３ ６００ × ６００ ９．１２ －１３６０ ６００φ ＭＨＡ １５ｋＮ 　〃

A14 インバート桝 コンクリート桝 ＳＣ－３ ６００ × ６００ ９．１５ －１４９０ ６００φ ＭＨＡ １５ｋＮ 　〃

A15 インバート桝 コンクリート桝 ＳＣ－４ ９００φ ９．１２ －１６１０ ６００φ ＭＨＡ １５ｋＮ 　〃

A16 インバート桝 コンクリート桝 ＳＣ－４ ９００φ ９．１２ －１６７０ ６００φ ＭＨＡ １５ｋＮ 　〃　　～中継槽接続

A17 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｌ ２００φ × １００φ ９．４３ －５６０ ２００φ 塩ビ製 Ｔ－２ 　〃　

A18 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ＷＹＳ ２００φ × １００φ ９．２２ －５４０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

A19 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １００φ ９．２２ －５４０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

A20 インバート桝 コンクリート桝 ＳＣ－３ ６００ × ６００ ９．０６ －６００ ６００φ ＭＨＡ １５ｋＮ 　〃

A21 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｌ ２００φ × １５０φ ９．２３ －８７０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

A22 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｌ ２００φ × １５０φ ９．２１ －９２０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

A23 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １５０φ ９．１６ －９４０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

A24 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｌ ２００φ × １５０φ ９．１６ －１０００ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

A25 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｌ ２００φ × １５０φ ９．１２ －１０５０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

B1 中継槽Ｂ系統

B2 　〃

B3 　〃

B4 　〃

B5 　〃

B6 　〃

B7 　〃　　～中継槽接続

B8 　〃

B9 　〃

B10 　〃

B11 　〃

B12 　〃

B13 　〃

B14 　〃

C1 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １００φ ９．１０ －６２０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 中継槽Ｃ系統

C2 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １００φ ９．１１ －７１０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

C3 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｌ ２００φ × １５０φ ９．１７ －８４０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

C4 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｌ ２００φ × １５０φ ９．１７ －９００ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

C5 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｌ ２００φ × １５０φ ９．２４ －１０５０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

C6 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ＳＴ ２００φ × １５０φ ９．２４ －１１５０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

C7 インバート桝 コンクリート桝 ＳＣ－３ ６００ × ６００ ９．４１ －１４２０ ６００φ ＭＨＡ １５ｋＮ 　〃

C8 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ４５Ｌ ３００φ × １５０φ ９．４１ －１４５０ ３００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

C9 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｌ ３００φ × １５０φ ９．４１ －１５９０ ３００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

C10 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ＤＲＷＹ ３００φ × １５０φ ９．３０ －９７０→－１５２０ ３００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃　　～中継槽接続

C11 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ＳＴ ２００φ × １００φ ９．１０ －５８０ ２００φ 塩ビ製 Ｔ－２ 　〃

C12 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １００φ ９．３６ －７２０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

C13 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １００φ ９．３６ －７４０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

C14 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １００φ ９．３６ －７７０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

C15 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １００φ ９．３６ －７９０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

C16 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １００φ ９．３６ －８２０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

C17 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １００φ ９．３０ －９１０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

C18 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １００φ ９．３０ －９３０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃

C19 インバート桝 塩ビ製小口径桝 ＷＬＳ ２００φ × １００φ ９．３０ －９６０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８ 　〃
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インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｌ ２００φ × １５０φ ９．４２ －８００ ２００φ 塩ビ製 Ｔ－２

インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １５０φ ９．２７ －７３０ ２００φ 塩ビ製 Ｔ－２

インバート桝 塩ビ製小口径桝 ＳＴ ２００φ × １５０φ ９．２０ －７８０ ２００φ 塩ビ製 Ｔ－２

インバート桝 コンクリート桝 ＳＣ－２ ４５０ × ４５０ ９．２１ －９３０ ４５０φ ＭＨＡ １５ｋＮ

インバート桝 コンクリート桝 ＳＣ－２ ４５０ × ４５０ ８．９２ －７２０ ４５０φ ＭＨＡ １５ｋＮ

インバート桝 コンクリート桝 ＳＣ－２ ４５０ × ４５０ ８．９５ －８３０ ４５０φ ＭＨＡ １５ｋＮ

インバート桝 コンクリート桝 ＳＣ－２ ４５０ × ４５０ ８．８８ －８７０→－１０６０ ４５０φ ＭＨＡ １５ｋＮ

インバート桝 塩ビ製小口径桝 ＳＴ ２００φ × １００φ ９．３６ －９００ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８

インバート桝 塩ビ製小口径桝 ＳＴ ２００φ × １００φ ９．４０ －１０６０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８

インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｙ ２００φ × １００φ ９．４０ －１１８０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８

インバート桝 コンクリート桝 ＳＣ－３ ６００ × ６００ ９．４０ －１２４０ ６００φ ＭＨＡ １５ｋＮ

インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｌ ２００φ × １００φ ９．０４ －９４０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８

インバート桝 塩ビ製小口径桝 ＳＴ ２００φ × １００φ ９．０９ －１１２０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８

インバート桝 塩ビ製小口径桝 ９０Ｌ ２００φ × １００φ ８．８８ －１０１０ ２００φ 鋳鉄製防護蓋 Ｔ－８

ため桝 コンクリート製 ＲＣ－３ ６００ × ６００ ９．１１ －６１０ ６００φ ＭＨＡ １５ｋＮ

ため桝 塩ビ製小口径桝 ＳＴ ３００φ × ２００φ ９．１９ －７６０ ３００φ 塩ビ製 Ｔ－２

ため桝 塩ビ製小口径桝 ＳＴ ３００φ × ２００φ ９．１９ －８１０ ３００φ 塩ビ製 Ｔ－２

ため桝 塩ビ製小口径桝 ＳＴ ３００φ × ２００φ ９．２３ －９００ ３００φ 塩ビ製 Ｔ－２

ため桝 塩ビ製小口径桝 ＳＴ ３００φ × ２００φ ９．２３ －９５０ ３００φ 塩ビ製 Ｔ－２

ため桝 塩ビ製小口径桝 ＳＴ ３００φ × ２００φ ９．２６ －１０４０ ３００φ 塩ビ製 Ｔ－２

ため桝 塩ビ製小口径桝 ＳＴ ３００φ × ２００φ ９．２６ －１１００ ３００φ 塩ビ製 Ｔ－２

R11 ため桝 コンクリート製 ＲＣ－３ ６００ × ６００ ９．４１ －６５０ ６００φ ＭＨＡ １５ｋＮ

新設桝　要領図（参考） Ｎ．Ｓ

汚水桝

雨水桝

　１．各寸法は公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）による。

【注記】

マンホール可とう継手（耐震化）　参考図　　 N.S

　１．新設コンクリート桝には可とう継手を設置し耐震化を行う。

【注記】

　１．各寸法は公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）による。

【注記】

●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事 Ｐ－０６

A1=  －
A3=  －給排水設備　新設桝リスト、要領図（改修後）



渡り廊下　予定地 新校舎　予定地

●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
Ｐ－０７

A1=1/100
A3=1/200

●図面名

給排水設備　配管平面図(１)(高等部棟～中学部棟)(改修後)

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事

Ｎ

校舎棟建設位置
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中学部棟

隣
地
境
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線

私有地

渡り廊下

南門

焼成

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

屋内体育館
給食室

管理棟
（解体建物）

小中学部棟
（解体建物)

実習棟
（解体建物)

【注記】

　１．図中の　　　　　太線の配管・排水桝は本工事対象、

　　　図中の　　　　　細線の配管・排水桝は対象外を示す。

　２．図中の　　　はコンクリート汚水桝、

　　　図中の　　　は塩ビ小口径桝を示す。　　　　は将来接続箇所を示しキャップ止めとする。

　３．図中の　　　はコンクリート雨水桝を示す。

　４．図中の　　　　はピット範囲を示す。

0 5 10

　　　図中の　　　　　細点線の配管・排水桝は新校舎建設時に

　　　　　　　　　　　撤去（本工事では残置）を示す。

　５．原則、建物を使用しながらの工事とし、影響の少ないよう

　　　短期間の切替工事とする事。

　　　必要に応じてポンプバイパス等（水替え）仮設を行う事。

1500以上
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高等部棟

中学部棟

新設中継ポンプ槽Ａ
Ｐ－16図 参照

以降 Ｐ-08図 参照

以降 Ｐ-08図 参照

詳細Ａ　Ｐ－18図 参照

詳細Ｂ　Ｐ－18図 参照

キープラン
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新設中継ポンプ槽Ｃ
Ｐ－16図 参照

●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事

給排水設備　配管平面図(２)(中学部棟～体育館棟)(改修後)
A1=1/100
A3=1/200

Ｐ－０８

Ｎ

校舎棟建設位置
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私有地

渡り廊下

南門

焼成

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

屋内体育館
給食室

管理棟
（解体建物）

小中学部棟
（解体建物)

実習棟
（解体建物)

0 5 10

【注記】

　１．図中の　　　　　太線の配管・排水桝は本工事対象、

　　　図中の　　　　　細線の配管・排水桝は対象外を示す。

　２．図中の　　　はコンクリート汚水桝、

　　　図中の　　　は塩ビ小口径桝を示す。

　３．図中の　　　はコンクリート雨水桝を示す。

　４．図中の　　　　はピット範囲を示す。

　　　図中の　　　　　細点線の配管・排水桝は新校舎建設時に

　　　　　　　　　　　撤去（本工事では残置）を示す。

　５．原則、建物を使用しながらの工事とし、影響の少ないよう

　　　短期間の切替工事とする事。

　　　必要に応じてポンプバイパス等（水替え）仮設を行う事。

1
5
0
0
以
上

新校舎　予定地

バス車庫

屋内体育館
給食室

　管理棟　

（解体予定）

中学部棟

以降 Ｐ-07図 参照

以降 Ｐ-11図 参照

以降 Ｐ-07図 参照

詳細Ｃ　Ｐ－18図 参照

（解体予定）

キープラン

▽
新
校

舎
矢
板
位

置
（
参

考
）

△新校舎矢板位置（参考）

1500以上



新設
中継ポンプ槽Ｂ
Ｐ－16図 参照

●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事 Ｐ－０９

A1=1/100
A3=1/200給排水設備　配管平面図(３)(寄宿舎棟北)(改修後)

Ｎ

校舎棟建設位置

バス
　車庫

焼却炉

物置
体育倉庫

前
面
道
路

水路

道路境界線

裏門前
面
道
路

水
路

水
路

隣地境界線

道
路
境
界
線

隣
地
境
界
線

水
路

隣
地
境
界
線

倉庫

水
路

正門

ポンプ室
駐車場
上屋

寄宿舎

倉庫

高等部棟

中学部棟
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線

私有地

渡り廊下

南門

焼成

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

屋内体育館
給食室

管理棟
（解体建物）

小中学部棟
（解体建物)

実習棟
（解体建物)

0 5 10

【注記】

　１．図中の　　　　　太線の配管・排水桝は本工事対象、

　　　図中の　　　　　細線の配管・排水桝は対象外を示す。

　２．図中の　　　はコンクリート汚水桝、

　　　図中の　　　は塩ビ小口径桝を示す。

　３．図中の　　　はコンクリート雨水桝を示す。

　４．図中の　　　　はピット範囲を示す。

　　　図中の　　　　　細点線の配管・排水桝は新校舎建設時に

　　　　　　　　　　　撤去（本工事では残置）を示す。

　５．原則、建物を使用しながらの工事とし、影響の少ないよう

　　　短期間の切替工事とする事。

　　　必要に応じてポンプバイパス等（水替え）仮設を行う事。

屋内体育館
給食室

寄宿舎棟

　管理棟　

（解体予定）

 小中学部棟 

（解体予定）

以降 Ｐ-10図 参照以降 Ｐ-10図 参照

以降寄宿舎改修工事

以降 Ｐ-11図 参照
詳細Ｄ　Ｐ－18図 参照

詳細Ｄ　Ｐ－18図 参照

キープラン



●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事

給排水設備　配管平面図(４)(寄宿舎棟南)(改修後)
A1=1/100
A3=1/200

Ｐ－１０

Ｎ

校舎棟建設位置

バス
　車庫

焼却炉

物置
体育倉庫

前
面
道
路

水路

道路境界線

裏門前
面
道
路

水
路

水
路

隣地境界線

道
路
境
界
線

隣
地
境
界
線

水
路

隣
地
境
界
線

倉庫

水
路

正門

ポンプ室
駐車場
上屋

寄宿舎

倉庫

高等部棟

中学部棟

隣
地
境
界
線

私有地

渡り廊下

南門

焼成

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

屋内体育館
給食室

管理棟
（解体建物）

小中学部棟
（解体建物)

実習棟
（解体建物)

0 5 10

【注記】

　１．図中の　　　　　太線の配管・排水桝は本工事対象、

　　　図中の　　　　　細線の配管・排水桝は対象外を示す。

　２．図中の　　　はコンクリート汚水桝、

　　　図中の　　　は塩ビ小口径桝を示す。

　３．図中の　　　はコンクリート雨水桝を示す。

　４．図中の　　　　はピット範囲を示す。

　　　図中の　　　　　細点線の配管・排水桝は新校舎建設時に

　　　　　　　　　　　撤去（本工事では残置）を示す。

　５．原則、建物を使用しながらの工事とし、影響の少ないよう

　　　短期間の切替工事とする事。

　　　必要に応じてポンプバイパス等（水替え）仮設を行う事。

寄宿舎棟

（解体予定）

 小中学部棟 

以降 Ｐ-09図 参照 以降 Ｐ-09図 参照

以降寄宿舎改修工事

以降寄宿舎改修工事

キープラン



●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事

給排水設備　配管平面図(５)(中学部棟～管理棟)(改修後)
A1=1/100
A3=1/200

Ｐ－１１

Ｎ

校舎棟建設位置

バス
　車庫

焼却炉

物置
体育倉庫

前
面
道
路

水路

道路境界線

裏門前
面
道
路

水
路

水
路

隣地境界線

道
路
境
界
線

隣
地
境
界
線

水
路

隣
地
境
界
線

倉庫

水
路

正門

ポンプ室
駐車場
上屋

寄宿舎

倉庫

高等部棟

中学部棟

隣
地
境
界
線

私有地

渡り廊下

南門

焼成

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

屋内体育館
給食室

管理棟
（解体建物）

小中学部棟
（解体建物)

実習棟
（解体建物)

0 5 10

　１．図中の　　　　　太線の配管・排水桝は本工事対象、

　　　図中の　　　　　細線の配管・排水桝は対象外を示す。

　２．図中の　　　はコンクリート汚水桝、

　　　図中の　　　は塩ビ小口径桝を示す。

　３．図中の　　　はコンクリート雨水桝を示す。

　４．図中の　　　　はピット範囲を示す。

　　　図中の　　　　　細点線の配管・排水桝は新校舎建設時に

　　　　　　　　　　　撤去（本工事では残置）を示す。

【注記】

　５．原則、建物を使用しながらの工事とし、影響の少ないよう

　　　短期間の切替工事とする事。

　　　必要に応じてポンプバイパス等（水替え）仮設を行う事。
1
5
0
0
以
上

1500以上

新校舎　予定地
バス車庫

（解体予定）

　実習棟　

　管理棟　

（解体予定）

以降 Ｐ-08図 参照

以降 Ｐ-09図 参照

寄宿舎棟
（解体予定）

 小中学部棟 

（解体予定）

キープラン

△新校舎矢板位置（参考）

1500以上

▽
新
校

舎
矢
板

位
置
（

参
考
）

△
新

校
舎
矢

板
位
置

（
参
考

）



新校舎　予定地

●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事

給排水設備　配管平面図(６)(グランド北)(改修後)

Ｐ－１２

A1=1/100
A3=1/200

校舎棟建設位置

バス
　車庫

焼却炉

物置
体育倉庫

前
面
道
路

水路

道路境界線

裏門前
面
道
路

水
路

隣地境界線
隣
地
境
界
線

水
路

隣
地
境
界
線

倉庫

水
路

正門

ポンプ室
駐車場
上屋

寄宿舎

倉庫

高等部棟

中学部棟

隣
地
境
界
線

私有地

渡り廊下

南門

焼成

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

屋内体育館
給食室

管理棟
（解体建物）

小中学部棟
（解体建物)

実習棟
（解体建物)

Ｎ

0 5 10

【注記】

　１．図中の　　　　　太線の配管・排水桝は本工事対象、

　　　図中の　　　　　細線の配管・排水桝は対象外を示す。

　２．図中の　　　はコンクリート汚水桝、

　　　図中の　　　は塩ビ小口径桝を示す。

　３．図中の　　　はコンクリート雨水桝を示す。

　４．図中の　　　　はピット範囲を示す。

　　　図中の　　　　　細点線の配管・排水桝は新校舎建設時に

　　　　　　　　　　　撤去（本工事では残置）を示す。

　５．原則、建物を使用しながらの工事とし、影響の少ないよう

　　　短期間の切替工事とする事。

　　　必要に応じてポンプバイパス等（水替え）仮設を行う事。

1500以上

1
5
0
0
以

上

1500以上

高等部棟

詳細Ｅ　Ｐ－18図 参照

キープラン

△新校舎矢板位置（参考）

▽
新
校
舎
矢
板
位
置
（
参
考
）

△
新
校
舎
矢
板
位
置
（
参
考
）



凡　例

図示記号 名称 摘要

ＣＯ コンクリートを示す

アスファルトを示すＡＳ

排水縦断面図（１）　汚水系統

Ｓ－１／２００

Ｓ
－

１
／

１
０

０

１０．００

９．００

８．００

（ｍ）

管　　径（ｍｍ）

地盤高さ(ＴＰ)(ｍ)

基準管底深さ（ｍｍ）

区間距離（ｍｍ）

地盤からの管底深さ（ｍｍ）

勾配（‰）※参考値

基準高ＴＰ
９．１ｍ

Ｓ－１／２００

Ｓ
－

１
／

１
０

０

１０．００

９．００

８．００

（ｍ）

管　　径（ｍｍ）

地盤高さ(ＴＰ)(ｍ)

基準管底深さ（ｍｍ）

区間距離（ｍｍ）

地盤からの管底深さ（ｍｍ）

勾配（‰）※参考値

基準高ＴＰ
９．１ｍ

７．００

７．００

Ｓ－１／２００

Ｓ
－

１
／

１
０

０

１０．００

９．００

８．００

（ｍ）

管　　径（ｍｍ）

地盤高さ(ＴＰ)(ｍ)

基準管底深さ（ｍｍ）

区間距離（ｍｍ）

地盤からの管底深さ（ｍｍ）

勾配（‰）※参考値

基準高ＴＰ
９．１ｍ

７．００

Ｓ－１／２００

Ｓ
－

１
／

１
０

０

１０．００

９．００

８．００

（ｍ）

管　　径（ｍｍ）

地盤高さ(ＴＰ)(ｍ)

基準管底深さ（ｍｍ）

区間距離（ｍｍ）

地盤からの管底深さ（ｍｍ）

勾配（‰）※参考値

基準高ＴＰ
９．１ｍ

７．００

●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事 Ｐ－１３

A3=1/200,1/400給排水設備　排水縦断図（１）（改修後）
A1=1/100,1/200



Ｓ－１／２００

Ｓ
－

１
／

１
０

０

１０．００

９．００

８．００

（ｍ）

管　　径（ｍｍ）

地盤高さ(ＴＰ)(ｍ)

基準管底深さ（ｍｍ）

区間距離（ｍｍ）

地盤からの管底深さ（ｍｍ）

勾配（‰）※参考値

基準高ＴＰ
９．１ｍ

７．００

排水縦断面図（２）　汚水系統

Ｓ－１／２００

Ｓ
－

１
／

１
０

０

１０．００

９．００

８．００

（ｍ）

管　　径（ｍｍ）

地盤高さ(ＴＰ)(ｍ)

基準管底深さ（ｍｍ）

区間距離（ｍｍ）

地盤からの管底深さ（ｍｍ）

勾配（‰）※参考値

基準高ＴＰ
９．１ｍ

７．００

Ｓ－１／２００

Ｓ
－

１
／

１
０

０

１０．００

９．００

８．００

（ｍ）

管　　径（ｍｍ）

地盤高さ(ＴＰ)(ｍ)

基準管底深さ（ｍｍ）

区間距離（ｍｍ）

地盤からの管底深さ（ｍｍ）

勾配（‰）※参考値

基準高ＴＰ
９．１ｍ

７．００

凡　例

図示記号 名称 摘要

ＣＯ コンクリートを示す

アスファルトを示すＡＳ

●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事 Ｐ－１４

A3=1/200,1/400給排水設備　排水縦断図（２）（改修後）
A1=1/100,1/200



Ｓ－１／２００

Ｓ
－

１
／

１
０

０

１０．００

９．００

８．００

（ｍ）

管　　径（ｍｍ）

地盤高さ(ＴＰ)(ｍ)

基準管底深さ（ｍｍ）

区間距離（ｍｍ）

地盤からの管底深さ（ｍｍ）

勾配（‰）※参考値

基準高ＴＰ
９．１ｍ

７．００

排水縦断面図（３）　雨水系統

Ｓ－１／２００

Ｓ
－

１
／

１
０

０

１０．００

９．００

８．００

（ｍ）

管　　径（ｍｍ）

地盤高さ(ＴＰ)(ｍ)

基準管底深さ（ｍｍ）

区間距離（ｍｍ）

地盤からの管底深さ（ｍｍ）

勾配（‰）※参考値

基準高ＴＰ
９．１ｍ

７．００

凡　例

図示記号 名称 摘要

ＣＯ コンクリートを示す

アスファルトを示すＡＳ

●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事 Ｐ－１５

A3=1/200,1/400給排水設備　排水縦断図（３）（改修後）
A1=1/100,1/200



チェッカープレート
□１１００

頂版開口図 Ｓ＝１／５０

Ａ

Ａ

Ａ－Ａ断面図 Ｓ＝１／５０

Ａ－Ａ断面図 Ｓ＝１／５０

Ａ

チェッカープレート
□１１００

Ａ

頂版開口図 Ｓ＝１／５０

新設　中継ポンプ槽Ｂ　詳細図（参考）　Ｓ＝１／５０

新設　中継ポンプ槽Ａ　詳細図（参考）　Ｓ＝１／５０ 新設　中継ポンプ槽Ｃ　詳細図（参考）　Ｓ＝１／５０

平　面　図 Ｓ＝１／５０

有効容量

中継ポンプ槽

電気機器仕様

中継ポンプ（カッター付 着脱） ２台

チェッカープレートは、防臭ロック式及び溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

スラブ荷重は、Ｔ－６とする。

２００Ｖ－３相－１．５０ｋＷ

(ｍ  )３

中継ポンプ槽上部は、駐車禁止とする。

２．９４

φ２５０

中継ポンプ槽

根巻きコンクリート流入管
φ１５０

流
入

中継ポンプ(カッター付)
着脱装置付

臭突口
φ１００

放流

Ａ

Ａ

Ｇ．Ｌ

流入管底

ＨＷＬ

根巻きコンクリート

ＬＷＬ

中継ポンプ(カッター付)
着脱装置付

流入管

流入

中継ポンプ槽

放流

根巻きコンクリート

Ａ Ａ

φ１５０

臭突口
φ１００

φ２５０

中継ポンプ(カッター付)
着脱装置付

有効容量

中継ポンプ槽

電気機器仕様

中継ポンプ（カッター付 着脱） ２台

チェッカープレートは、防臭ロック式及び溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

スラブ荷重は、Ｔ－６とする。

２００Ｖ－３相－２．２０ｋＷ

(ｍ  )３

中継ポンプ槽上部は、駐車禁止とする。

４．９０

中継ポンプ槽

Ｇ．Ｌ

流入管底

ＨＷＬ

根巻きコンクリートＬＷＬ

中継ポンプ(カッター付)
着脱装置付

有効容量

中継ポンプ槽

電気機器仕様

中継ポンプ（カッター付 着脱） ２台

チェッカープレートは、防臭ロック式及び溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

スラブ荷重は、Ｔ－６とする。

２００Ｖ－３相－１．５０ｋＷ

(ｍ  )３

中継ポンプ槽上部は、駐車禁止とする。

１．２２

φ２５０

中継ポンプ槽

平　面　図 Ｓ＝１／５０

根巻きコンクリート流入管
φ１５０

流
入

中継ポンプ(カッター付)
着脱装置付

臭突口
φ１００

放流

チェッカープレート
□１１００

頂版開口図 Ｓ＝１／５０

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｇ．Ｌ

流入管底

ＨＷＬ

根巻きコンクリート

ＬＷＬ

Ａ－Ａ断面図 Ｓ＝１／５０

中継ポンプ(カッター付)
着脱装置付

　１．図中の　　　　で示すコンクリート躯体（基礎、支柱、頂版スラブ、根巻コンクリート）は建築工事とする。

【注記】

●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事 Ｐ－１６

A1=1/50
A3=1/100給排水設備　新設中継ポンプ槽詳細図（参考）



新設　中継ポンプ槽Ｂ　二次側配線図　Ｓ＝１／５０

新設　中継ポンプ槽Ａ　二次側配線図　Ｓ＝１／５０ 新設　中継ポンプ槽Ｃ　二次側配線図　Ｓ＝１／５０

ケーブル間の接続部は充分な防水処理を行うこと。

電線管端末部にはコーキング処理を行うこと。

二次側配線図　　Ｓ＝１／５０
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外面 5Y7/1
塗装色

内面 5Y7/1

銘　　板　　表

サイズNP-NO 記　入　文　字

汚水処理制御盤NP-01 ３０×２００

02 ４０×２５０社名板

1

2

中継ポンプ １０×４０

電源 １０×４０
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制御盤単線結線図、姿図（中継ポンプ槽Ａ，Ｂ，Ｃ共通、参考図とする）

制御盤姿図 Ｓ＝１／１０

使用ケーブル、電線管機　器　名　称 容量 (ｋＷ)符 号

Ｍ
１

Ｍ
２

Ｆ１１－Ｆ１２ 中継ポンプ槽　フロートスイッチ

Ｄ種接地工事ＤＥ

ＰＢ １５０　ｘ１００，ＶＥ（ＷＰ）

動　　作　　表

機器選択警報
故障時故障 自動
移行 備 考機器名称 満水 手動 自動機器NO.

過負荷漏電

Ｍ１ 中継ポンプＬＷＬ以上で１台自動運転、中継ポンプＬＷＬ以下で停止。NO.1中継ポンプ

Ｍ２ NO.2中継ポンプ
中継ポンプＡＷＬ以上で満水警報。

(自交) ＮＯ．１中継ポンプ

１．５０ ｋＷＮＯ．２中継ポンプ

１．５０ ｋＷ

ケーブル間の接続部は充分な防水処理を行うこと。

電線管端末部にはコーキング処理を行うこと。

制御盤一次側電源引込み工事及び外部警報配管配線は電気工事、

制御盤二次側以降を管工事とする。

２ＥＭ－ＣＥＥ１．２５ ｍｍ　－３心 （ＰＦ２２）

２ＥＭ－ＩＥ　５．５ ｍｍ （ＰＦ１６）

２ＥＭ-ＣＥ　２ ｍｍ　－４心×２ （ＰＦ２８）

二次側配線図　　Ｓ＝１／５０

制御盤一次側電源引込み工事及び外部警報配管配線は電気工事、

制御盤二次側以降を管工事とする。

フロート位置参考図
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ケーブル間の接続部は充分な防水処理を行うこと。
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一次側電源引込み工事及び外部警報配管配線
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使用ケーブル、電線管機　器　名　称 容量 (ｋＷ)符 号
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２

Ｆ１１－Ｆ１２ 中継ポンプ槽　フロートスイッチ

Ｄ種接地工事ＤＥ

ＰＢ １５０　ｘ１００，ＶＥ（ＷＰ）

動　　作　　表

機器選択警報
故障時故障 自動
移行 備 考機器名称 満水 手動 自動機器NO.

過負荷漏電

Ｍ１ 中継ポンプＬＷＬ以上で１台自動運転、中継ポンプＬＷＬ以下で停止。NO.1中継ポンプ

Ｍ２ NO.2中継ポンプ
中継ポンプＡＷＬ以上で満水警報。

(自交) ＮＯ．１中継ポンプ

１．５０ ｋＷＮＯ．２中継ポンプ

１．５０ ｋＷ

２ＥＭ－ＣＥＥ１．２５ ｍｍ　－３心

２ＥＭ－ＩＥ　５．５ ｍｍ

２ＥＭ-ＣＥ　２ ｍｍ　－４心 （ＨＩＶＥ２２）

二次側配線図　　Ｓ＝１／５０フロート位置参考図

２ＥＭ-ＣＥ　２ ｍｍ　－４心 （ＨＩＶＥ２２）

（ＨＩＶＥ２２）

（ＨＩＶＥ２２）

ＤＥ

制御盤

●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事 Ｐ－１７

A1=1/50
A3=1/100

給排水設備　新設中継ポンプ槽二次側配線図
　　　　　　制御盤単線結線図（参考）



教室流し廻り　断面図 ＰＳ廻り　断面図

詳細Ａ 高等部東側　教室流し・ PS廻り　給排水接続要領図 S=1/50 詳細Ｂ 高等部南側　避難滑り台廻り　給排水接続要領図 詳細Ｃ 管理棟北側　側溝廻り　排水接続要領図

詳細Ｄ 寄宿舎棟北側　渡り廊下　排水接続要領図 詳細Ｅ グラウンド北側　用水路　排水接続要領図

S=1/30 S=1/30

S=1/30 S=1/50

●工事名

徳島県県土整備部営繕課 株式会社 あい設計 四国支社 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録　第218291号　津田　孝二

一級建築士事務所 愛媛県知事登録　第3099号
●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ４営繕　国府支援学校　
徳・国府　屋外排水設備改修工事 Ｐ－１８

A3=1/ 60,1/100給排水設備　各所詳細図（参考）
A1=1/ 30,1/ 50
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